
令 和 ２ 年 １ ２ 月 第 ３５ 号 （ 獣 医 ）

東 部 ・ 北 部 家 畜 防 疫 獣 医 師 会

T E L ： 0 4 7 5 ( 5 2 ) 4 1 0 1

（ 公 社 ） 千 葉 県 畜 産 協 会

東 部 家 畜 保 健 衛 生 所

F A X ： 0 4 7 5 ( 5 2 ) 3 3 3 5

http://www.pref.chiba.lg.jp/
kh-toubu/index.html

令和２年12月31日現在の状況を
お住まいの都道府県に届け出てください

獣医師免許をお持ちのみなさまへ

◎ 獣医師には、獣医師法第22条に基づく2年ごとの届出が義務付

られています。

◎ 届出様式に必要事項を記入の上、

令和３年1月1日から1月31日までに

お住まいの都道府県に提出してください。

※届出様式や記載方法は以下に掲載

農林水産省HP｢獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)」

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html

千葉県HP「獣医師法第22条の届出」

http://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/tetsuzuki/700/zyuishi22zyou.html

千葉県 獣医師 届出検索

勤務地ではなく住所地
ですのでご注意ください

◆ 獣医事への従事の有無にかかわらず、すべての獣医師が対象です。

◆ 集計結果は獣医師の分布、就業状況、異動状況を的確に把握するために利用されています。

千葉県にお住まいの方の提出先

千葉県 農林水産部畜産課 家畜衛生対策室 獣医事担当あて

〒260‐8667 千葉市中央区市場町１番１号

千葉県庁本庁舎 １８階

窓口へ提出か、郵送にて、２部届け出てください

問合先 ℡：043-223-2938



関係法令を遵守しましょう
獣医師法に基づく獣医師の業務停止処分について

罰金刑以上の刑に処せられたり、獣医師としての品位を損ずる行

為をしたなどに、獣医事審議会を経て、免許取り消し・業務停止等の

行政処分が決定されます。

獣医師としての社会的信用を失うことがないよう、関係法令の遵守

と獣医師倫理の向上に努めるようお願いします。

令和2年11月9日付けで獣医師1名に対し、獣医師法第8条第2項
の規定に基づく業務停止処分がおこなわれました。

□宮城県在住66歳

・行政処分：1年4月の業務停止

・事件の概要：和牛の人工授精業務に関し、実際の父牛と

異なる父牛の精液を人工授精し授精証明書

を発行した件について宮城県から家畜改良

増殖法第34条第2項に基づく報告徴収を受

けていたところ、宮城県に対して内容虚偽の

報告をした。

・司法処分：罰金10万円




